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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　予め設定された階床へサービスを行う複数の乗車号機と、利用者を個人識別して対応す
る階床にサービスする前記乗車号機を割り当てる群管理手段を備えた群管理エレベータ装
置において、
　前記群管理手段は、
　前記利用者の過去の長待ち頻度と前記利用者の今回の予測待ち時間を用いて、前記長待
ち頻度の高い前記利用者に対して割り当てられた前記乗車号機の変更要求を作成する変更
要求作成部と、
　前記変更要求にしたがって、前記乗車号機の変更を行ったときの変更先の前記乗車号機
において、前記長待ち頻度の高い前記利用者へのサービスを実行した後に再び出発階に戻
って次のサービスを行なう場合に、前記変更先の前記乗車号機の前記次のサービスにおけ
る前記利用者が長待ちとならないような前記乗車号機を、前記変更先の前記乗車号機とし
て仮割り当てする運行情報見直し部と、
　前記長待ち頻度の高い前記利用者の待ち時間が短縮され、かつ前記変更先の前記乗車号
機が前記次のサービスを行なう場合に、前記次のサービスにおける前記利用者が長待ちと
ならない割り当て乗車号機を、前記仮割り当てされた前記乗車号機の中から決定し、この
決定された前記割り当て乗車号機を前記長待ち頻度の高い前記利用者の前記乗車号機に変
更すると共に、前記割り当て乗車号機のサービスを前記長待ち頻度の高い前記利用者に合
せて変更する運行情報決定部と
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を備えていることを特徴とする群管理エレベータ装置。
【請求項２】
　請求項１に記載された群管理エレベータ装置において、
　前記群管理手段には、乗り場に向かう利用者と、前記利用者の個人識別情報とを乗り場
よりも手前で検出するビル到着検出手段からの情報が送られ、
　前記群管理手段には更に、
　前記利用者毎に過去の待ち時間情報を格納した利用者情報管理部と、
　前記乗車号機の現在の運行情報と将来の運行情報を取得して管理する運行情報管理部と
、
　前記ビル到着検出手段が前記利用者を検出したとき、前記利用者情報管理部と前記運行
情報管理部の情報に基づき、前記利用者の前記過去の待ち時間と前記運行情報から前記長
待ち頻度と今回の予測待ち時間を算出する待ち時間算出部と
を設け、
　前記待ち時間算出部から取得した前記長待ち頻度と前記今回の予測待ち時間を用いて、
前記変更要求作成部で前記長待ち頻度の高い前記利用者に対して乗車する前記乗車号機の
変更要求を作成することを特徴とする群管理エレベータ装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の群管理エレベータ装置において、
　前記群管理手段は、利用者管理手段と群管理制御手段とから構成されており、
　前記利用者管理手段には、前記利用者情報管理部と、前記運行情報管理部と、前記待ち
時間算出部が設けられており、
　前記群管理制御手段には、前記変更要求作成部と、前記運行情報見直し部と、前記運行
情報決定部が設けられており、
　前記利用者管理手段と前記群管理制御手段は夫々情報を交換することを特徴とする群管
理エレベータ装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の群管理エレベータ装置において、
　乗り場に、前記運行情報決定部による変更が行われた時に変更後の乗車号機情報を報知
する報知手段を設けたことを特徴とする群管理エレベータ装置。
【請求項５】
　請求項２に記載の群管理エレベータ装置において、
　前記乗車号機の乗降口に近い位置で前記利用者の到着を検出する乗り場到着検出手段を
設け、前記乗り場到着検出手段の近傍に前記運行情報決定部による変更が行われた時に変
更後の乗車号機情報を報知する報知手段を設けたことを特徴とする群管理エレベータ装置
。
【請求項６】
　請求項１に記載された群管理エレベータ装置において、
　前記運行情報見直し部は、前記変更先の前記乗車号機の前記次のサービスにおける前記
利用者が長待ちとならない前記乗車号機が存在しない場合は、前記乗車号機の変更処理を
行わないことを特徴とする群管理エレベータ装置。
【請求項７】
　請求項１に記載された群管理エレベータ装置において、
　前記群管理手段には前記乗車号機の乗降口に近い位置で前記利用者の到着を検出する乗
り場到着検出手段からの情報が送られ、
　前記運行情報決定部は、前記利用者が前記乗り場に到着したときに変更された前記乗車
号機が既に出発していた場合、或いは前記利用者が前記乗り場に到着しないで変更された
前記乗車号機が既に出発していた場合は、変更された前記乗車号機の運行ルートから前記
利用者のために停止することになっていた停止階情報を削除することを特徴とする群管理
エレベータ装置。
【請求項８】
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　予め設定された階床へサービスを行う複数の乗車号機と、利用者を個人識別して対応す
る階床にサービスする前記乗車号機を割り当てる群管理手段を備えた群管理エレベータ装
置において、
　前記群管理手段は、
　前記利用者の過去の長待ち頻度と前記利用者の今回の予測待ち時間を用いて、前記長待
ち頻度の高い前記利用者に対して、乗車する前記乗車号機の変更要求を作成し、
　前記変更要求にしたがって、前記乗車号機の変更を行ったときの変更先の前記乗車号機
において、前記長待ち頻度の高い前記利用者へのサービスを実行した後に再び出発階に戻
って次のサービスを行なう場合に、前記変更先の前記乗車号機の前記次のサービスにおけ
る前記利用者が長待ちとならないような前記乗車号機を、前記変更先の前記乗車号機とし
て仮割り当てし、
　前記長待ち頻度の高い前記利用者の待ち時間が短縮され、かつ前記変更先の前記乗車号
機が前記次のサービスを行なう場合に、前記次のサービスにおける前記利用者が長待ちと
ならない割り当て乗車号機を、前記仮割り当てされた前記乗車号機の中から決定し、この
決定された前記割り当て乗車号機を前記長待ち頻度の高い前記利用者の前記乗車号機に変
更すると共に、前記割り当て乗車号機のサービスを前記長待ち頻度の高い前記利用者に合
せて変更する
ことを特徴とする群管理による乗車号機の割り当て方法。
【請求項９】
　請求項８に記載された群管理による乗車号機の割り当て方法において、
　前記群管理手段は、
　乗り場よりも離れて配置されたビル到着検出手段から前記乗り場に向かう前記利用者と
、前記利用者の個人識別情報とを検出し、
　前記ビル到着検出手段が前記利用者を検出したとき、前記利用者の過去の前記長待ち頻
度と今回の予測待ち時間を算出し、
　前記長待ち頻度と前記今回の予測待ち時間を用いて、前記長待ち頻度の高い前記利用者
に対して乗車する前記乗車号機の変更要求を作成する
ことを特徴とする群管理による乗車号機の割り当て方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載された群管理による乗車号機の割り当て方法において、
　前記群管理手段は、
　前記利用者が前記乗り場に到着したときに変更された前記乗車号機が既に出発していた
場合、或いは前記利用者が前記乗り場に到着しないで変更された前記乗車号機が既に出発
していた場合は、変更された前記乗車号機の運行ルートから前記利用者のために停止する
ことになっていた停止階情報を削除する
ことを特徴とする群管理による乗車号機の割り当て方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は群管理エレベータ制御装置に係り、特にエレベータの乗り場での待ち時間を短
縮する群管理エレベータ装置及び群管理による乗車号機の割り当て方法に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　比較的規模の大きなビルにおいては、エレベータによる利用者輸送能力を向上させるた
め複数のエレベータを併設し、乗り場での呼び登録に際して、最適な乗りかごを選択して
サービスさせるシステムを導入している。更にビルの規模が大きくなるにつれ、併設され
るエレベータの台数も多くなり、これら複数のエレベータを群管理装置により、適切に制
御して利用者に対する待ち時間の低減等のサービス向上を図っている。
【０００３】
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　このような群管理エレベータ装置においては、例えば、特開平５－７８０４５号公報（
特許文献１）、特開２００３－８１５４１号公報（特許文献２）等において種々のシステ
ムが提案されている。
【０００４】
　特許文献１においては、乗り場釦を操作する個々の利用者を区分して認識する個人認識
装置と、利用者が乗り場呼びを登録してからかごが到着するまでの待ち時間を個人別に計
測する計測手段と、その待ち時間を記憶する第一の記憶手段と、同じ利用者の待ち時間を
平均し、記憶する第二の記憶手段と、全ての利用者の待ち時間を平均し、記憶する第三の
記憶手段と、全平均待ち時間よりも個人別平均待ち時間が長い利用者が乗り場呼びを登録
したとき、その乗り場呼びを優先する優先サービス手段とを備えたエレベータ割り当て装
置が記載されている。
【０００５】
　これによれば、同じ利用者が長待ちに何度も遭遇すると、エレベータに対する不信感や
焦躁感が増大し、利用者はエレベータに対して不満を持つことになるという問題を解消で
きるようになるものである。
【０００６】
　また特許文献２には、行き先階別乗り場装置と、行き先階別乗り場装置から乗り場呼び
発生階、行き先階を検出する呼び登録情報検出部と、呼び登録情報検出部等からの情報に
基づき割り当て評価値を演算する割り当て評価値演算部と、割り当ての候補かごを選択す
る割り当て候補かご選択部と、行き先階別乗り場装置から希望サービス種類を検出する希
望サービス種類検出部と、希望サービス種類に応じて割り当て評価関数、そのパラメータ
を設定する呼び別評価関数パラメータ設定部と、割り当て評価関数を演算する呼び別割り
当て評価関数演算部と、総合評価関数を演算する総合評価関数演算部と、総合評価関数の
値に基づき割り当てかごを決定する総合評価割り当てかご決定部等を備えた群管理エレベ
ータ装置が記載されている。
【０００７】
　これによれば、スケジュールや統計処理結果によって運行制御方法を変更していること
によって生じる、個々の呼びを発生させる利用者毎に希望するサービスの質が異なったと
しても、その要求に応えて個々の呼び毎にサービスの質を変更することができないという
問題を解消できるようになるものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平５－７８０４５号公報
【特許文献２】特開２００３－８１５４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところで、特許文献１に記載された群管理エレベータ装置においては、全ての乗客の待
ち時間を平均して得た全平均待ち時間よりも長い個人別平均待時間の乗客に対するサービ
スを優先するものである。また、特許文献２に記載された群管理エレベータ装置において
は、呼び毎に異なる乗客の希望のサービスを提供するものである。
【００１０】
　しかしながら、エレベータの利用者は多数であり、しかも利用する時間帯もまちまちで
ある。したがって、多くの利用者に対して長待ちを意識させないで乗車号機の割り当てを
行うことが要請されているが、特許文献１や特許文献２ではこの要請に応えるには不十分
である。
【００１１】
　本発明の目的は、長待ちが特定の利用者に集中するのを抑制しながら、全体としても長
待ちとなる利用者の割合を低減することができる新規な群管理エレベータ装置及び群管理
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による乗車号機の割り当て方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の特徴は、乗車号機の割り当て当事者となる利用者の過去の長待ち頻度と利用者
の今回の予測待ち時間を用いて、長待ち頻度の高い利用者に対して割り当てられた乗車号
機の変更要求を作成し、乗車号機の変更を行った場合の変更先の乗車号機の二周目の利用
者が長待ちとならないような乗車号機を変更先の乗車号機として仮割り当てし、仮割り当
てされた乗車号機から、現在の利用者の待ち時間が短縮され、かつ二周目の利用者が長待
ちとならない割り当て乗車号機を決定し、この決定された乗車号機に長待ち頻度の高い利
用者の乗車号機を変更する、ところにある。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、長待ちが特定の利用者に集中するのを抑制しながら、全体としても長
待ちとなる利用者の割合を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施形態になる群管理エレベータ装置の要部を示す構成図である。
【図２】ビル到着検出手段及び乗り場到着検出手段の設置場所を示す乗り場近傍の平面図
である。
【図３】群管理エレベータ装置の階床と乗車号機のサービスを説明する説明図である。
【図４】利用者と乗車号機との関係を説明する説明図である。
【図５】利用者の長待ち発生頻度を説明する記憶テーブルの概念図である。
【図６】本発明の一実施形態になる群管理エレベータ装置の長待ち利用者低減処理動作を
説明するフローチャートである。
【図７】運行情報見直し部における利用者Ａが乗車号機を変更するときの処理を説明する
タイムチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　次に、本発明の実施形態について図面を用いて詳細に説明するが、本発明は以下の実施
形態に限定されることなく、本発明の技術的な概念の中で種々の変形例や応用例をもその
範囲に含むものである。
【００１６】
　最近ではオフィスビルが大規模化してきており、このオフィスビルのエレベータ装置も
群管理されるようになってきている。そして、このオフィスビルにおいてはセキュリティ
管理の観点から、利用者に個人識別情報であるＩＤ認証コードが割り当てられている。例
えば、ＩＣカードにＩＤ認証コードを記憶させておき、このＩＤ認証コードを無線で読み
込んだり、タッチセンサで読み込んでいる。
【００１７】
　したがって、群管理エレベータ装置では、利用者がエレベータの乗り場にくることが読
み込まれたＩＤ認証コードから把握できるので、予めロビー階に乗りかごを待機させてお
くことで待ち時間を短縮させるシステムが提案されている。このようなシステムは、基本
的には人の出入りの多い出勤時間帯に、ロビー階に乗りかごを待機させて待ち時間の短縮
を図っているものである。本実施例はこのようなシステムを背景としてなされたものであ
る。
【００１８】
　図１は、本発明の一実施形態になる群管理エレベータ装置の要部を示す構成図である。
エレベータ制御装置は、複数台のエレベータの乗車号機１Ａ～１Ｎと、各乗車号機１Ａ～
１Ｎをそれぞれ制御する乗車号機制御手段２Ａ～２Ｎと、乗り場からの利用者情報を取り
込む利用者管理手段３と、利用者管理手段３及び乗車号機制御手段２Ａ～２Ｎからの各種
情報を取り込んで各乗車号機１Ａ～１Ｎを群管理制御する群管理制御手段４とを備えてい
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る。ここで、利用者管理手段３と群管理制御手段４とをまとめて群管理手段ＧＭと表記す
る。
【００１９】
　また、複数台のエレベータの乗車号機１Ａ～１Ｎは、夫々の乗車号機毎にサービスする
サービス階が設定されており、例えば、最上階に直行する乗車号機、中間階まで直行し、
その後は各階床に停止する乗車号機、全ての階床に停止する乗車号機、所定階までの階床
に停止する乗車号機等が設定されている。
【００２０】
　また、エレベータが設置されたビル内には、乗り場に到着する前に利用者がビルに到着
したことを個人識別情報と共に検出するビル到着検出手段５Ａ～５Ｎと、ビル到着検出手
段５Ａ～５Ｎよりもエレベータの乗降口に近い乗り場に配置されて、利用者が乗り場に到
着したことを検出する乗り場到着検出手段６と、乗り場到着検出手段６の近傍に配置され
後述する変更情報通知部１３からの変更情報に関する案内を行う報知手段７とを有してい
る。尚、報知手段７は表示画面による報知方法や、スピーカのような音声による報知方法
や、これらを組み合わせた報知方法を採用することができる。
【００２１】
　利用者管理手段３は、ビル到着検出手段５Ａ～５Ｎ、及び乗り場到着検出手段６からの
到着信号を取り込む到着検出部８と、ビル内での全利用者の待ち時間情報と乗車号機情報
などを関連付けて格納する利用者情報管理部９と、詳細は後述するが群管理制御手段４か
ら乗車号機の現在の運行情報と将来の運行情報を取得して管理する運行情報管理部１０が
設けられている。
【００２２】
　更に、ビル到着検出手段５Ａ～５Ｎから利用者がビル内に到着したことを検出したとき
、その利用者の個人識別情報を用いて過去の待ち時間情報を利用者情報管理部９からから
取得して、長待ち頻度と今回の予測待ち時間を算出する待ち時間算出部１１と、待ち時間
算出部１１で算出した長待ち頻度や予測待ち時間等の演算結果情報を群管理制御手段４へ
送信する利用者情報送信部１２と、詳細は後述するが群管理制御手段４から乗車号機の変
更が決定されたとき利用者に通知する変更後の乗車号機情報を管理する変更情報通知部１
３とを有している。
【００２３】
　また、群管理制御手段４は、乗車号機制御手段２Ａ～２Ｎからの各種情報を取り込んで
、現在の運行情報と将来の運行情報とを管理する運行情報管理部１４と、利用者管理手段
３の利用者情報送信部１２からの情報を取り込んで、利用者の演算結果情報と乗車号機情
報とを管理する利用者情報管理部１５と、利用者情報管理部１５の演算結果情報である過
去の長待ち頻度と予測待ち時間を利用して、長待ち頻度の高い利用者に対して乗車号機の
変更要求を作成する変更要求作成部１６と、乗車号機の変更を行った場合の変更元と変更
先の乗車号機の運行情報を見直し、かつ変更先の二周目の利用者が長待ちとならない乗車
号機を抽出する運行情報見直し部１７と、変更を決定して変更情報通知部１３、運行情報
管理部１４、及び乗車号機制御手段２Ａ～２Ｎに通知する運行情報決定部１８とを有して
いる。
【００２４】
　図２は、上述したビル到着検出手段５及び乗り場到着検出手段６の設置例を示す乗り場
近傍の平面図である。
【００２５】
　ロビー階には、エレベータ乗降口に至るビルの各出入口１９、２０、２１が形成されて
おり、各出入口１９～２１には、利用者がビルに到着したことと、個人識別情報を検出す
るビル到着検出手段５Ａ～５Ｎがそれぞれ分散配置されている。また、各出入口１９～２
１から入った利用者が、その後に乗降口へ行くために通過する乗り場出入口２２には、利
用者が乗り場に到着したことを検出する乗り場到着検出手段６が設置されている。この乗
り場到着検出手段６の近傍には、乗車号機の変更が発生した場合に変更内容を通知する報
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知手段７が配置されている。
【００２６】
　乗り場到着検出手段６は、ビル到着検出手段５Ａ～５Ｎと同様に利用者が乗り場に到着
したことと、個人識別情報を検出する手段でも良いし、呼び登録手段として構成し、呼び
登録操作を行ったときに利用者が乗り場に到着したことを検出しても良いものである。こ
のように、乗り場到着検出手段６とビル到着検出手段５Ａ～５Ｎによって、利用者の個人
識別情報や移動状態を監視することができ、これらの情報を活用することで利用者に長待
ちが生じないように、群管理手段ＧＭによって乗車号機１Ａ～１Ｎの運行が管理されてい
る。
【００２７】
　図３は、ビルの各階床と各乗車号機の停止階床との関係を説明する説明図である。各乗
車号機１Ａ～１Ｎは、１階床から５階床をサービスしているが、通常運行状態では、乗車
号機１Ａは１階床、２階床、及び３階床へのサービスだけに限定されている。また、乗車
号機１Ｂは１階床と４階床へのサービスだけに限定され、乗車号機１Ｎは１階床と５階床
へのサービスだけに限定されている。尚、各乗車号機１Ａ～１Ｎは夫々同じサービスを行
う幾つかの乗車号機が存在している場合もある。
【００２８】
　これによって、高層階の利用者においては、乗車号機１Ｂや乗車号機１Ｃを利用して短
い時間で高層階まで行くことができ、低層階の利用者は乗車号機１Ａを利用して１階、２
階、及び３階に行くが、これ以外の乗車号機の運行間隔を短くすることによって短い時間
で各階に行くことができる。もちろん、このようなサービスだけに限定されず、これ以外
のサービスを採用しても差し支えないものである。このように、乗車号機毎にサービスす
る階床を決めてやればエレベータの運行効率を向上することができる。
【００２９】
　更に、図４は各乗車号機と利用者との関係を説明する説明図である。図４に示されてい
るように、各利用者Ａ～Ｚには、その利用階に応じて乗車号機が予め割り当てられている
。オフィスビルでは、異なる事業者が入居している場合や、同じ事業者であっても所属す
る組織部署が異なっている場合がある。
【００３０】
　このため、利用者が所属している事業者や所属する組織部署に対応して階床が決められ
ているので、これに応じて利用者の乗車号機が割り当てられている。このために個人識別
情報が乗り場到着検出手段６やビル到着検出手段５Ａ～５Ｎから検出されている。例えば
図３と対応させた場合、利用者Ａには、その利用階（この場合は、１階、２階、３階のい
ずれかの階床である）に対応して乗車号機１Ａが予め割り当てられている。
また、利用者Ｂにはその利用階（この場合は、４階である）に対応して乗車号機１Ｂが予
め割り当てられている。更に、利用者Ｙ，Ｚにはその利用階（この場合は、５階である）
に対応して乗車号機１Ｎが予め割り当てられている。
【００３１】
　したがって、夫々の利用者は乗り場到着検出手段６やビル到着検出手段５Ａ～５Ｎを通
過することによって、時々刻々に乗車号機が予め割り当てられるものである。この割り当
てされた乗車号機は報知手段７によって報知されるようになっている。
【００３２】
　また、図５は各利用者の長待ち発生頻度を示す記憶テーブルである。図５からわかるよ
うに、利用者Ａの長待ち発生頻度は高く、それに対して利用者Ｂの長待ち発生頻度は低く
、利用者Ｙ、Ｚの長待ち発生頻度は有程度であることが分かる。より詳細には、利用者情
報管理部９の記憶テーブルには、利用者毎に過去の複数の待ち時間が格納されており、所
定の長待ち時間閾値を設定すると、長待ち発生回数や長待ち発生頻度を具体的に抽出する
ことができる（以下、長待ち発生回数を含めて長待ち発生頻度という）。
【００３３】
　例えば、利用者Ａの過去の待ち時間を８０秒、利用者Ｂの過去の待ち時間を３０秒、利
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用者Ｙ，Ｚの過去の待ち時間を６０秒とした場合、長待ち時間閾値を７０秒にすると、利
用者Ａは長待ち発生回数が１回であるが、他の利用者は長待ち発生回数が０である。また
、長待ち時間閾値を５０秒にすると、利用者Ａ、Ｙ、Ｚは長待ち発生回数が１回であるが
、利用者Ｂは長待ち発生回数が０となるものである。ここで、待ち時間は利用者毎に過去
の待ち時間が複数記憶されているので、これによって長待ち頻度が求められる。
この長待ち発生頻度の演算は利用者情報管理部９で行っても良いし、待ち時間算出部１１
で実行しても良いものである。
【００３４】
　図６は、図１に示した群管理エレベータ装置の長待ち利用者低減処理動作を示すフロー
チャートである。以下の説明では、利用者Ａが特に長待ち頻度が多い利用者として説明す
る。
【００３５】
　先ず、ステップＳ１において、到着検出部８は利用者の到着を監視しており、例えば、
利用者Ａがビル出入口１９に到着したことを、ビル到着検出手段５Ａによって検出された
とする。尚、ビル到着検出手段５Ａによって利用者が検出できない場合は、再びステップ
Ｓ１に戻り監視動作を継続するものである。そして、到着検出部８はビル到着検出手段５
Ａで検出された、到着信号と利用者Ａの個人識別情報とを取り込んで待ち時間算出部１１
に出力する。これが完了するとステップＳ２に移行する。
【００３６】
　ステップＳ２において、待ち時間算出部１１は利用者Ａについて長待ち発生頻度の高い
利用者かどうかを判定する。例えば、待ち時間算出部１１は、図５に示した利用者情報管
理部９の記憶テーブルから利用者Ａの長待ち発生頻度を参照し、これによって長待ち発生
頻度が高い利用者であることが判断される。尚、長待ち発生頻度が高くないと判断される
と再びステップＳ１に戻り監視動作を継続するものである。長待ち発生頻度が高いと判断
されるとステップＳ３に移行する。
【００３７】
　ステップＳ３において、待ち時間算出部１１は利用者情報管理部９から取得した待ち時
間情報を用いて所定の長待ち時間閾値や、演算に使用する期間などを設定して長待ち頻度
を抽出し、長待ち頻度が所定値以上かどうかを判定する。尚、長待ち頻度が所定値以上で
ないと判断されると再びステップＳ１に戻り監視動作を継続するものである。また、待ち
時間算出部１１は、運行情報管理部１０から現在の運行情報と将来の運行情報を取得して
、利用者Ａに対する今回の予測待ち時間を算出する。ここで、運行情報管理部１０には群
仮制御手段３の運行状況管理部１４から現在の運行情報と将来の運行情報が送られてきて
いる。
【００３８】
　このようにして、待ち時間算出部１１は、長待ち頻度と今回の予測待ち時間とを、利用
者の個人識別情報や階床情報に添付して、利用者情報送信部１２から群管理制御手段４の
利用者情報管理部１５へ送信する。
【００３９】
　この処理は、ビル到着検出手段５Ａ～５Ｎによって利用者が検出されるたびに行われ、
群管理制御手段４の利用者情報管理部１５には、実際に割り当てが行われた乗車号機が出
発するまで複数の利用者に関する情報が保持される。尚、ここから以下の制御ステップは
、群管理制御手段４での制御となる。
【００４０】
　次いで、ステップＳ４において、変更要求作成部１６は利用者情報管理部１５に保持さ
れた情報の中に、長待ち頻度の高い利用者Ａが含まれた場合、乗車号機の変更要求を作成
して運行情報見直し部１７に通知する。運行情報見直し部１７は変更要求作成部１６から
の通知を受けると、運行情報管理部１４から取り込んだ各種情報とに基づいて、乗車号機
の変更を行った場合の変更元と変更先の乗車号機の運行情報を見直す作業を実行する。こ
のステップＳ４では、長待ちを抑制することができる全ての乗車号機の割り当てを仮変更
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する。これが完了するとステップＳ５に移行する。
【００４１】
　次に、ステップＳ５においては、割り当てを仮変更した場合の各乗車号機１Ａ～１Ｎに
おける二周目の利用者の待ち時間を算出する。ここで、二周目とは或る乗車号機が出発階
を出発してサービスを行った後に再び出発階に戻ってきた時を意味しており、割り当てを
仮変更した他の乗車号機の全ての待ち時間を算出している。このステップＳ５の演算が完
了するとステップＳ６に移行する。
【００４２】
　ステップＳ６において、二周目の待ち時間を算出した各乗車号機において、二周目の利
用者が長待ちとならない乗車号機があるかどうかを判定する。尚、ステップＳ６の判定で
、二周目の利用者が長待ちとならない乗車号機が存在しない場合（＝すべて長待ちとなる
場合）はステップＳ１に戻り、以下の乗車号機の変更処理を行わないものである。
【００４３】
　以上のステップＳ４～ステップＳ６までの乗車号機の動きを図７に基づき説明する。図
７は、利用者Ａが乗車号機を変更するときの処理を示すタイムチャートである。この場合
、図３に示す乗車号機とサービスする階床を例にとって説明する。
【００４４】
　図７の上の図には、１階で乗車号機１Ａに乗り込むことになる利用者と、乗車号機１Ａ
の運行ルート２３とを示している。また、その下の図には、１階で乗車号機１Ｂに乗り込
むことになる利用者と、乗車号機１Ｂの変更前運行ルート２４、及び変更後運行ルート２
５とを示している。乗車号機１Ａは１階～３階までの各階床をサービスし、乗車号機１Ｂ
Ａは１階と４階までを直行するサービスを行うものである。
【００４５】
　現在の時点で、乗車号機１Ａでは一周目の利用者として、３階へ行き、かつ予測待ち時
間が８０秒で長待ち頻度の高い利用者Ａと、２階へ行き、かつ予測待ち時間が３０秒で長
待ち頻度の低い利用者Ｉがいる。二周目の利用者として、３階へ行き、かつ予測待ち時間
が１５秒で長待ち頻度の低い利用者Ｃと、２階へ行き、かつ予測待ち時間が３０秒で長待
ち頻度の低い利用者Ｄがいることが示されている。ここでは、過去の長待ち頻度の高い利
用者Ａに対して、今回の予測待ち時間も８０秒と長くなっていることが分かる。
【００４６】
　一方、現在の時点で、乗車号機１Ｂでは一周目の利用者として、４階へ行き、かつ予測
待ち時間が１５秒で長待ち頻度の低い利用者Ｅと、同じく４階へ行き、かつ予測待ち時間
が３０秒で長待ち頻度の低い利用者Ｆがいる。二周目の利用者として、４階へ行き、かつ
予測待ち時間が１０秒で長待ち頻度が中程度の利用者Ｇと、４階へ行き、かつ予測待ち時
間が２０秒で長待ち頻度の低い利用者Ｈがいることが示されている。
【００４７】
　上述した運行情報見直し部１７によるステップＳ５の処理で、長待ちになる乗車号機１
Ａ以外の仮割り当て変更された各乗車号機の二周目の利用者の予測待ち時間が算出される
。この結果、例えば、乗車号機１Ｂの利用者Ｇ、Ｈは下部に表示したように予測待ち時間
が１０、２０秒から３０、４０秒となっている。
【００４８】
　したがって、二周目の利用者が長待ちにならない待ち時間として、例えば、判定時間６
０秒を閾値として設定すると、上述した運行情報見直し部１７によるステップＳ６の処理
では、乗車号機１Ｂの二周目の利用者である利用者Ｇ、Ｈの予測待ち時間が３０、４０秒
である。このため、判定時間６０秒に対して３０、４０秒であるので、仮割り当てられた
乗車号機１Ｂは長待ちにならない乗車号機として判定される。尚、この判定時間の閾値は
任意であるが、一般的に長待ちと感じる時間より短くなっている。このように、仮割り当
てされた乗車号機が複数ある場合は、最も待ち時間が短い乗車号機が選択されるものとな
る。
【００４９】
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　そこで、運行情報決定部１８は利用者Ａの割り当て乗車号機を乗車号機１Ａから乗車号
機１Ｂに変更する。この乗車号機１Ｂへの変更によって、利用者Ａの予測待ち時間は現在
の時点で利用者Ｅ、Ｆと同じになり、予測待ち時間が８０秒から１０秒に短縮されたこと
になる。図７に示した利用者Ａの予測待ち時間が８０秒から１０秒に短縮されて、乗車号
機１Ｂへ乗車できることになり、乗車号機１Ｂは新たな利用者Ａのために３階で停止する
ようにサービスの設定が変更されることになる。
【００５０】
　こうして、過去の長待ち頻度の高い利用者Ａが今回も長待ちすることなく目的の３階へ
と移動することができ、公平さを反映できると共に、特定の利用者に長待ちが集中するの
を抑制し、全体としても長待ちとなる利用者の割合を低減することができる。
【００５１】
　一方、乗車号機１Ｂでは、変更前運行ルート２４に調整が加えられて変更後運行ルート
２５のように運行ルートが変更されることになる。この変更に伴って、３階にも停止する
ので二周目の利用者Ｇ、Ｈの予測待ち時間はいずれも３０、４０秒と多少長くなるが、極
端な長待ちとなることはない。また、運行ルートの変更によって二周目の利用者Ｇ、Ｈの
予測待ち時間が所定時間より長くなる場合は別の乗車号機が選択されるようにしても良い
。このようにステップＳ４～Ｓ６によって乗車号機の割り当て変更が求まるとステップＳ
７に移行する。
【００５２】
　ここで、乗車号機１Ｂの変更後運行ルート２５は乗車号機１Ａの運行ルートのパターン
に変更されているが、利用者Ａが３階で降りるため、３階を過ぎると元の変更前運行ルー
トに復帰させることもできる。
【００５３】
　図６に戻って、ステップＳ７において、運行情報決定部１８は長待ち頻度の高い利用者
Ａに対して乗車号機１Ｂへ乗車割り当てを変更する決定を行う。また、この変更に伴って
運行情報決定部１８は、変更情報通知部１３、運行情報管理部１４および乗車号機制御手
段２Ａ、２Ｂへ変更指令信号を与える。このステップＳ７による変更指令が完了するとス
テップＳ８に移行する。
【００５４】
　ステップＳ８において、利用者管理手段３の変更情報通知部１３では、到着検出部８の
情報によって利用者Ａが乗り場に到着したかどうかを監視しており、このステップで乗り
場到着検出手段６により利用者Ａが検出されると、ステップＳ９に移行して利用者Ａに対
して、図２に示した報知手段７から変更後の乗車号機情報などを表示、或いは音声、或い
はその組み合わせによって報知する。
【００５５】
　尚、乗車号機１Ｂは本来ならば３階に停止しないものであるため、変更情報通知部１３
は乗車号機１Ｂを利用する利用客に変更情報について報知することもできる。更には、乗
車号機制御手段２Ｂは、運行情報決定部１８からの情報に基づき、乗車号機１Ｂの乗りか
ご内のスピーカによって３階に停止する旨の報知を行うことも可能である。
【００５６】
　一方、ステップＳ８で利用者Ａの到着が検出されなかった場合は、ステップＳ１０、１
１に進み、変更ルートの削除処理を行うようにする。ステップＳ１０では、割り当てされ
た乗車号機１Ｂが出発したかどうかを判断している。乗車号機１Ｂがまだ出発していない
場合はステップＳ８に戻り、利用者Ａの到着を待つことになる。また、ステップＳ１０で
割り当てされた乗車号機１Ｂがすでに出発したと判断されるとステップＳ１１に移行する
。
【００５７】
　ステップＳ１１において、利用者Ａが乗り場に到着したとき変更された乗車号機１Ｂが
既に出発していた場合、或いは利用者Ａが乗り場に到着しないで変更された乗車号機１Ｂ
が既に出発していた場合は、変更された乗車号機１Ｂから利用者Ａのために停止すること
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になっていた停止階（３階）情報を削除する。つまり、変更後運行ルート２５から変更前
運行ルート２４に戻す処理を行うことになる。
【００５８】
　尚、本発明は、上述した実施例に限定するものではなく、様々な変形例が含まれる。例
えば、ステップＳ１０で説明したように利用者Ａが乗り場へ到着する時間的なタイミング
をとるために、各ビル到着検出手段５Ａ～５Ｎから乗り場到着検出手段６、又は乗降口ま
での予測時間を予め格納しておき、これらの時間要素を反映した変更となるように各部で
判定しても良いものである。
【００５９】
　このとき、利用者がビルに到着したことを検出するビル到着検出手段５Ａ～５Ｎと、利
用者が乗り場に到着したことを検出する乗り場到着検出手段６とを有しているため、乗り
場に利用者がいない状態を検出することもでき、このときには乗り場にふさわしい乗車号
機を待機させることもできる。
【００６０】
　また、利用者管理手段３内に運行情報管理部１０を設け、各ビル到着検出手段５Ａ～５
Ｎで利用者の検出を行ったとき、待ち時間算出部１１では運行情報管理部１０の情報を参
照して予測待ち時間を算出したが、群管理制御手段４側でこの予測待ち時間を算出して各
利用者情報にそれぞれ付加しても良いものである。
【００６１】
　更に、エレベータ待ち客のうち、長待ち頻度の高い利用者の割り合いが所定値以上とな
る場合のみ、変更要求を作成することで、混雑時間などの頻繁な変更要求の発生を抑制し
ても良いし、長待ち頻度の高い利用者のうち、同一行き先階の人数が所定値以上となる場
合のみ、変更要求を作成して、停止回数の増加と変更要求の発生を抑制しても良い。
【００６２】
　同様に、エレベータ待ち客のうち、今回の予測待ち時間が長待ちとなる利用者の割り合
いが所定値以上となる場合のみ、変更要求を作成することで、混雑時間などの頻繁な変更
要求の発生を抑制しても良いし、今回の予測待ち時間が長待ちとなる利用者のうち、同一
行き先階の人数が所定値以上となる場合のみ、変更要求を作成して、停止回数の増加と変
更要求の発生を抑制しても良い。
【００６３】
　以上述べたように本発明は、利用者の過去の長待ち頻度と現在の利用者の今回の予測待
ち時間を用いて、長待ち頻度の高い利用者に対して割り当てられた乗車号機の変更要求を
作成し、乗車号機の変更を行った場合の変更先の乗車号機の二周目の利用者が長待ちとな
らない変更先の乗車号機を仮割り当てし、仮割り当てされた乗車号機から、現在の利用者
の待ち時間が短縮され、かつ二周目の利用者が長待ちとならない割り当て乗車号機を決定
し、この決定された乗車号機に長待ち頻度の高い利用者の乗車号機を変更するようにした
。
【００６４】
　これによれば、長待ちが特定の利用者に集中するのを抑制しながら、全体としても長待
ちとなる利用者の割合を低減することができるようになる。
【００６５】
　尚、本発明は、上述した実施例に限定するものではなく、様々な変形例が含まれる。例
えば、上述した実施例は本発明を分かり易く説明するために詳細に説明したものであり、
必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定するものではない。またある実施例の構
成の一手段を他の実施例の構成に置き換えることが可能であり、また、ある実施例の構成
に他の実施例の構成を加えることも可能である。また、各実施例の構成の一手段について
、他の構成の追加、削除、置換をすることが可能である。
【符号の説明】
【００６６】
　１Ａ～１Ｎ…乗車号機、３…利用者管理手段、４…群管理制御手段、５Ａ～５Ｎ…ビル
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到着検出手段、６…乗り場到着検出手段、９…利用者情報管理部、１１…待ち時間算出部
、１６…変更要求作成部、１７…運行情報見直し部、１８…運行情報決定部。

【図１】 【図２】



(13) JP 6402074 B2 2018.10.10

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】



(14) JP 6402074 B2 2018.10.10

10

フロントページの続き

(72)発明者  星野　孝道
            東京都千代田区丸の内一丁目６番６号　株式会社日立製作所内

    審査官  三宅　達

(56)参考文献  特開２０１１－０５１６９４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０４－２９８４６７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６４－０７５３７６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１５－００９９０２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭５８－０３１８７９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－２５６８５１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ６６Ｂ　　　１／００－１／５２


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

